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長環

令和 年 月 日

長崎市環境審議会

会長 原 和 様

長崎市長 上

長崎市 環境 本計画（ ）に いて（ 問）

このことに いて、長崎市環境 本 （平成 年長崎市 ２２）

４の規定により、のとおり 問する。

問事

長崎市環境 本 ２ ２の規定に定 る事

２内

長崎市の環境の に関する 策の 合的か 計画的な 進を

るた 、「長崎市 環境 本計画（ ）」に いて貴審議会の意

見を るもの。

（１）長崎市環境・・・・の・・
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令和４年月 日

長崎市長 上 様

長崎市環境審議会

会 長 原 和

長崎市 環境 本計画（ ）に いて（ 申）

令和 年 月２日 け長環 ４４で 問のありました「長崎市

環境 本計画 」に いて、のとおり 申する。

申

計画は、長崎市を取り く環境問題や 会情 を し、 す環境 で

ある「人と自然と文化が輝き続けるまち長崎」の実現に向け、環境 ごとに

目標と 策の方向性を すとともに、市民・団体、事業者、市役所の各主体が一

体となって取り組む環境行動が 体的に されており、 の 進にも っ

たものであることから、 当であると する。

なお、審議の で出された意見を 紙のとおり するので、計画の策定にあ

たっては、本審議会の意見を十 に 重いただくとともに、 す環境 の実現

に向けて、市民・団体、事業者と市役所が一体となって取組みを進 るよう要

する。

（２）長崎市環境・・・・・の・・
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紙

長崎市 環境 本計画 に対する意見

だけでなく広く 生可能 ル ーの を進 る取組みを進

ていただきたい。

２広 多 にわたる環境に関する取組みの 進にあたっては、広い

や各種団体と連 し、様々 な から 題の や環境行動の ・発に

取組んでいただきたい。

市民一人ひとりが環境問題を自 事に え、行動を起こすようわかりやす

く情報発 を進 ていただきたい。

４計画の 成に向けて、進行 を し、実効性を していただきた

い。
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目

・ 文

・1・ ・ ・・・1・・・・
・2・ 環境の保全・ ・ ・ ・ を・ ・ するための・ ・ 的

・1・ の・ ・ ・ ・ ・・・・・・・
・2・ 環境の保全・ ・ ・ ・に・する ・ ・・10・・2・・
・3・ 長崎市環境・ ・ ・・・2・・3・・
・ ・

私たちのまち長崎市は、長崎港を中心とした諸外国との交流の中から多様な文化や伝統を生み出した歴史ある

まちであるとともに、起伏に富んだ地形が、美しい斜面市街地を形成し、海と山がおりなす豊かな自然に恵まれたま

ちである。

・和20年8月日、・市に原子爆弾が・ ・され、多くの・い生・とともに、それまでに・き・ ・られてきた・の
歴史的文化的な遺産や、豊かな自然が・ ・にしてわれた。

この・ ・から市民の・ 知と・ ・によって・に・ ・を・ ・た・ 市は、被爆都市として、・の・ ・を・え続ける

・𠂉 を・い、世界平和の・ ・となる・く・ ・してきた歴史的な・ ・がある。

・ ・、・年の都市活動の・ 大、生活様の・化・に・ い、大・生産、大・ ・ ・ ・ ・大・ ・ ・ を続ける・ ・ ・

・ 活動が、生活の・ ・ ・を高める・面で、環境への・ ・を・ 大させ、自然の生・ ・のみならず地球全・の環境に

・ ・を・ ・すにっている。

私たちは、健康で文化的な生活を・ ・ことができる健全で恵み豊かな環境の恵・を・ 受する・ ・を・ するとと

もに、その環境を保全・ ・ ・ ・し、将来の世・に引き継・責・を・している。

このような・の・、環境への・ ・の・ない資源・ 環・環境共生・ ・ ・ の・ ・ を目すとともに、地球環境の

保全に貢献していくために、この・ ・を・ ・ する。

・1・ ・ ・

・目的・

・1・ この・ ・は、環境の保全・ ・ ・ ・ について、・ ・ ・ ・ を・め、・ ・に市、・ ・ ・ ・市民の責・を・ら

かにするとともに、環境の保全・ ・ ・ ・ に・するの・ ・となる ・ を・めることにより、環境の保全・ ・ ・

・ に・するを・ ・ 的かつ・ ・ 的に・ ・し、もって・ ・ ・ ・将来の市民の健康で文化的な生活の・保に・

・ することを目的とする。

・・ ・・

・2・ この・ ・において、の・ ・に掲・る・ ・の・ ・は、それ・れ・ ・ ・ ・に・めるところによる。

・1・環境への・ ・ 人の活動により環境に・えられる・ ・であって、環境の保全・の ・ の原・となるおそ

れのあるものをいう。

・2・地球環境保全 人の活動による地球全・の・ ・ 化・は・・ン・の・ ・ の・ 行、海・の・ ・、・生生・

の・の・ ・その・の地球の全・ ・はその・ ・な・ ・ の環境に・ ・を・ ・す ・ に・る環境の保全であっ

て、人・の・に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の・保に・ ・ するものをいう。

・3・・ ・ 環境の保全・の ・ のうち、・ 活動その・の人の活動に・って生ずる・ ・ ・ ・ にわたる大気

の・ ・、水・の・ ・・水・ ・外の水の・ ・ ・は水・の・ ・が・化することを・ ・。・、・ ・の・ ・、・ ・、・動、

地・の・ ・・・ ・の・ ・ のための・地の・ ・によるものを・く。・・ ・ ・ ・によって、人の健康・は生活環境

・人の生活に・ ・な・ ・のある・産・ ・に人の生活に・ ・な・ ・のある動・ ・ ・ ・その生育環境を・ ・。・

に・る被・が生ずることをいう。

平成11年月2日
・ ・ ・22・
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・・ ・ ・ ・・

・3・ 環境の保全・ ・ ・ ・ は、・ ・ ・ ・将来の市民が健康で文化的な生活に・くことのできない健全で恵み

豊かな環境の恵・を・ 受するとともに、人・の・ 続の・ ・である環境が将来にわたって・されるように・切

に行われなけれ・ならない。

2環境の保全・ ・ ・ ・ は、環境への・ ・の・ない続的な・ ・が・ ・ な・ ・が・ ・されること・ ・環境の保

全・の ・ が・然に・がれることを目的として、す・ての・が・ ・し、・平な・ ・ ・ ・ の・に自・ 的かつ・ ・

的に行われなけれ・ならない。

3地球環境保全は、人の日・生活や ・ 活動が地球全・の環境と・ ・に・わっていることにかんがみ、す・て

の・の・ ・による環境の保全に・する地・ 的・ ・みにより、・ ・ 的かつ・ ・に・ ・されなけれ・ならない。

・市の責・・

・・ 市は、・ ・に・める環境の保全・ ・ ・ ・についての・ ・ ・ ・・・ ・ ・に「・ ・ ・ ・ 」という。・にのっとり、

環境の保全・ ・ ・ ・に・する・ ・ 的かつ・ ・ 的なを ・ し、・ ・ ・する責・を・する。

・・ ・ の責・・

・・ ・ ・ は、・ ・ ・ ・ にのっとり、その ・ 活動を行うに・たっては、これに・って生ずる・ ・を・龶し、・

は自然環境を・ ・に保全するために、・ ・な・ ・を・ずる責・を・する。

2 ・ ・ は、・ ・ ・ ・ にのっとり、環境の保全・の ・ を・龶するため、その ・ 活動に・る・ ・ その・の・

が・ ・ ・となった・ ・に、その・ ・な・ ・が・られることとなるように、・ ・な・ ・を・ずる責・を・する。

3・2・に・めるものの・か、・ ・ は、・ ・ ・ ・ にのっとり、環境の保全・の ・ を・龶するため、その ・

活動に・る・ ・その・の・が ・𠂉 され、・は・ ・されることによる環境への・ ・ の・ ・ に資するように・める

とともに、その ・ 活動において、・生資源その・の環境への・ ・の・ ・に資する原・ ・、・ ・ ・を・ ・する

ように・めなけれ・ならない。

・3・に・めるものの・か、・ ・ は、・ ・ ・ ・ にのっとり、その ・ 活動に・し、これに・う環境への・ ・の

・ ・ その・ 環境の保全・ ・ ・ ・ に自ら・めるとともに、市が・する環境の保全・ ・ ・ ・ に・ するに・

・する責・を・する。

・市民の責・・

・・ 市民は、・ ・ ・ ・ にのっとり、環境の保全・の ・ を・龶するため、その日・生活に・う環境への・ ・の

・ ・に・めなけれ・ならない。

2・ ・に・めるものの・か、市民は、・ ・ ・ ・ にのっとり、環境の保全・ ・ ・ ・ に自ら・めるとともに、市が・

する環境の保全・ ・ ・ ・ に・するに・ ・する責・を・する。

・2・ 環境の保全・ ・ ・ ・を・ ・するための・ ・ 的

・1・ の・ ・ ・ ・ ・

・の・ ・ ・ ・・

・・ 市は、環境の保全・ ・ ・ ・ に・するを ・ し、・ ・ ・するに・たっては、・ ・ ・ ・ にのっとり、

に掲・る・ ・ ・ ・ に・ ・き、・ ・の ・ ・ の・ ・ 的な・ ・を・りつつ・ ・ 的かつ・ ・ 的に行わなけれ・な

らない。

・1・大気、水、・ ・その・の環境の自然的・成・ ・が・ ・な・ ・に保されること。

・2・生・ ・の多様・の・ 保、・生生・の・の保・その・の生・の多様・の・ 保が・られるとともに、・ ・、・

地、水・地・における多様な自然環境が地・の自然的・ ・ 的・ ・に・じて・ ・ 的に保全されること。

・3・人と自然との豊かな・れ・いが保たれること。

・・・ ・ ・ の・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・に資源の・環的な・ ・ ・ ・エネルギの・ ・ ・ ・を・ ・し、環境への・
・の・ ・が・られること。

・・緑化、ごみの・ ・ ・ ・龶 の・ ・、・ ・な・ ・ の形成、歴史的文化的な遺産の保・ ・ ・活・ ・ による・ ・な

生活環境の保全・ ・ ・ ・が・られること。

・環境・ ・ ・ ・・

・8・ 市長は、環境の保全・ ・ ・ ・ に・ するの・ ・ 的かつ・ ・ 的な・ ・を・るため、環境の保全・ ・ ・

・ に・する・ ・ 的な・ ・・・ ・「環境・ ・ ・ ・ 」という。・を・めなけれ・ならない。

2環境・ ・ ・ ・は、に掲・る ・ について・めるものとする。

・1・環境の保全・ ・ ・ ・ に・ する・ ・ 的かつ長・ 的なの大・
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・2・・ ・に掲・るものの・か、環境の保全・ ・ ・ ・に・するを・ ・ 的かつ・ ・ 的に・ ・ するために・ ・な

・

3市長は、環境・ ・ ・ ・ に市民、・ ・ ・ はこれらの・が・ ・する・ ・・・ ・「市民・」という。・の・ ・が・ ・さ

れるように、・ ・な・ ・を・ずるものとする。

市長は、環境・ ・ ・ ・を・めるに・たっては、あらかじめ、長崎市環境・ ・ ・の・ ・を・かなけれ・ならない。
市長は、環境・ ・ ・ ・を・めたときは、・やかに、これを・ ・しなけれ・ならない。
・3・の・ ・は、環境・ ・ ・ ・の・ ・について・ ・する。
・年 ・ ・ ・

・・ 市長は、・年、環境の・ ・ ・ ・に環境の保全・ ・ ・ ・ に・ するについて・ ・ ・を・ 成し、これを・

・しなけれ・ならない。

・2・ 環境の保全・ ・ ・ ・に・する ・

・の ・ に・たっての・ ・・

・10・ 市は、環境に・ ・を・ ・すと・められるを ・ し、・ ・ ・するに・たっては、環境の保全・ ・ ・

・について・ ・しなけれ・ならない。

・環境・ ・ ・ ・ の・ ・・

・11・ 市は、・地の形・の・ ・、工・ ・の・ ・その・これらに・する ・ を行う ・ ・ が、その ・ の・に

・たりあらかじめその ・ に・る環境への・ ・について自ら・ ・ に・ ・、・ ・ ・は・ ・を行い、その・ ・に・

・き、その ・ に・る環境の保全・ ・ ・ ・について・ ・に・ ・ することを・ ・ するため、・ ・な・ ・を・ ずる

ものとする。

・・ ・の・ ・龶 ・自然環境保全のための・ ・の・ ・・

・12・ 市は、・ ・を・龶するため、・ ・の原・となる行・に・し、・ ・な・ ・の・ ・を・じなけれ・ならない。

2市は、自然環境の保全を・るため、自然環境の・ ・な保全に ・ を・ ・すおそれがある行・に・し、・ ・な・

・の・ ・を・じなけれ・ならない。

3・2・に・めるものの・か、市は、環境の保全・の ・ を・龶するため、・ ・な・ ・ の・ ・を・ ずるように・

めるものとする。

・・ ・的・ ・・

・13・ 市は、市民・が行う環境への・ ・の・ ・に資する ・ の・ ・その・の・ 切な ・ を・ ・ するため、・

・な・ 成その・の・ ・ 的・ ・を・ずるように・めるものとする。

・環境の保全・ ・ ・ ・に・する ・ の・ ・・

・1・ 市は、に掲・る環境の保全・ ・ ・ ・ に・する ・ の・ ・その・の ・ を・ ・ するため、・ ・な・ ・

を・ずるものとする。

・1・・ 水・、・ ・ ・の・ ・ ・ 、環境への・ ・の・ ・に資する交・ ・ ・・動 ・ を・ ・。・その・の環境の保

全・の ・ の・龶に資する・共的 ・ の・ ・ ・ ・ ・ ・ の・ ・その・の環境の保全・の ・ の・龶に資す

る ・

・2・・ ・、緑地その・の・共的 ・ の・ ・その・の自然環境の・ ・な・ ・ ・ ・健全な・ ・のための ・

・3・・ ・ な・ 生動・ ・の保・ ・ ・その・の環境の保全・の ・ を・龶するための ・
・・ ・ ・の・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ の・ ・ ・・

・1・ 市は、・ ・ ・ ・ の市・ ・と・ ・して、環境への・ ・の・ ・を・るため、市民・による・ ・ ・ の・ 生の・

・、・生・ ・ ・による・ ・ ・ ・ ・ ・ な・ ・が・ ・されるように、・ ・な・ ・を・ずるものとする。

2市は、環境への・ ・の・ ・を・るため、市民・による資源の・環的な・ ・ ・ ・エネルギの・ ・ ・ ・が・ ・
されるように、・ ・な・ ・を・ずるものとする。

3市は、環境への・ ・の・ ・ を・るため、市の ・ の・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ その・の ・ の・に・たって、・ ・

・ の・ ・な・ ・を行うとともに、・ ・ ・の・ 生の・ ・、・生・ ・ ・ による・ ・ ・ ・に資源の・環的な・ ・ ・ ・

エネルギの・ ・ ・ ・に・ ・ 的に・めるものとする。
・水環境・ ・ ・ ・ の保全・ ・ ・ ・・

・1・ 市は、市民の・いの・であるとともに、・ ・ ・ ・ 活動の・でもある美しい・、海、海・ ・の水環境を保全

し、・ ・ ・ ・ するため、・ ・な・ ・を・ずるものとする。

2市は、水源のかん・、・ ・ 化・ ・ の・ ・その・の・ ・を・する・ ・を保全し、・ ・ ・ ・ するため、・ ・な・ ・

を・ずるものとする。
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・・ ・な生活環境の保全・ ・ ・ ・・

・1・ 市は、市民・と・ ・となって、緑化、ごみの・ ・ ・ ・龶 の・ ・、・ ・な・ ・の形成、歴史的文化的な遺産

の保・ ・ ・活・ ・により、・ ・な生活環境の保全・ ・ ・ ・が・られるように、・ ・な・ ・を・ずるものとする。

・・育・ ・ ・ ・の・ ・ ・・

・18・ 市は、市民・が環境の保全・ ・ ・ ・ についての・ 解を・めるとともに、市民・の環境の保全・ ・ ・ ・

に・する活動を行う・ ・が・ ・されるようにするため、環境の保全・ ・ ・ ・ に・する・育・ ・ ・ ・の・ ・ ・ ・

に・ ・ 活動の・ ・その・の・ ・な・ ・を・ずるものとする。

・市民・の自・的活動の・ ・・

・1・ 市は、市民・が自・ 的に行う環境の保全・ ・ ・ ・ に・する活動が・ ・されるように、・ ・な・ ・を・ず

るものとする。

・・ ・ の環境・ ・に・する・ ・みの・ ・・

・20・ 市は、・ ・ が行う環境・ ・・・ 活動に・って生じる環境への・ ・の・ ・を・るための目・の・ ・ ・

・に・ 成・ ・ の・ ・ ・ ・ ・ ・ を自・ 的に・することをいう。・に・する・ ・ みが・ ・されるように、・ ・な・

・を・ずるよう・めるものとする。

・・ ・の・ ・・

・21・ 市は、市民・の環境の保全・ ・ ・ ・に・する活動を・ ・するため、・人・ ・ ・ 人の・ ・ ・ ・ の保・に

・ ・しつつ、環境の保全・ ・・ ・に・する・ ・を・切に・ ・ するように・めるものとする。

・・ ・ ・ ・ ・ ・ の・ ・・

・22・ 市は、環境の・ ・の・ ・、環境の・化の・ ・ ・は環境の・化による・ ・の・ ・その・の環境を保全し、

・ ・・ ・ するために・ ・な・ ・ ・ ・ ・ ・を・し、その成・の・ ・に・めるものとする。

・・ ・の・ ・ ・・

・23・ 市は、環境の・ ・を・ ・し、・ ・に環境の保全・ ・ ・ ・ に・するを・ ・ に・するために・ ・な

・、・、・ ・、・ ・、・ ・ ・ ・ ・の・ ・の・ ・に・めるものとする。

2市は、環境の保全・・・・に・するの・・的な・・・・・・的な・・を・るために、・・な・・の・・に・めるものとする。

3市は、環境の保全・・・ ・に・するを・・的に・・するため、市民・と・ ・することができるように・めるものとする。

・地球環境保全の・ ・・

・2・ 市は、市民・と・ ・して、地球環境保全に・するの・ ・に・めるものとする。

2市は、国・ ・ ・、国、・の地・ ・ 共・ ・その・の・ ・ ・ ・ ・と・ ・し、地球環境保全に・する国・ ・ ・の・ ・

に・めるものとする。

・国・ ・・の地・ ・ 共・ ・との・ ・・

・2・ 市は、環境の保全・ ・ ・ ・ に・するで、・ ・的な・ ・みを・ ・とするものについては、国・ ・ ・の

地・ ・ 共・ ・と・ ・して、その・ ・に・めるものとする。

・3・ 長崎市環境・ ・ ・

・・ ・・
・2・ 環境・ ・ ・・平成年・ ・ ・ 1・・・・の・ ・に・ ・き、長崎市環境・ ・ ・・・ ・「・ ・ ・」という。・を・く。
・・ ・ ・・

・2・ ・ ・ ・は、に掲・る ・ を・ ・ ・ ・ する。

・1・・8・ ・・・・ ・ ・・において・ ・する・ ・を・ ・。・の・ ・による環境・ ・ ・ ・に・する ・
・2・環境の保全・ ・ ・ ・に・する・ ・ 的 ・ ・ ・重・ ・

・・ ・・

・28・ ・ ・ ・は、・ ・20人・ ・で・ ・ する。

2・ ・は、に掲・る・のいずれかのうちから市長が・ ・する。

・1・・ ・ ・ のある・

・2・・ ・行・ ・ ・の・ ・のうち、市長が・める・にある・

・3・市・ ・ ・ ・

・・市民
3市長は、・ ・ ・・ に掲・る・ ・の・任に・たっては、・ ・の・ ・により、これを行うものとする。
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　（任・）

・2・ ・ ・の任・は、年とし、・任されることを・ ・ない。
2・ ・が・けた・ ・における・ ・の・ ・の任・は、・任・の・任・ ・とする。

3・ ・ ・・ ・・ に掲・る・ のうちから・ ・ された・ ・が、・ ・の・ ・ に・ ・する・ でなくなったときは、・
・に・める任・中であっても、・ ・ ・ ・の・ ・は解かれたものとする。
・１・の・ ・にかかわらず、・ ・（・ ・ ・・ ・・ に掲・る・ ・を・く。）の任・については、・ ・の・ ・に・
・である・の任・ ・ ・の日を・ ・し、・ ・があると・めるときは、年を・えない・ ・とすることができる。
　（・長）

・30・ ・ ・ ・に・ 長を・き、・ ・の・ ・によってこれを・める。

2・長は、・ ・を・ ・し、・ ・ ・を・ ・ する。

3・長に ・ があるときは、・長があらかじめ ・ する・ ・が、その・ ・を・ ・ する。

・・ ・・

・31・ ・ ・ ・の・ ・は、・長が・ ・する。

2・ ・ ・は、・ ・の・ ・ ・が出・しなけれ・、・ ・を・き、・ ・をすることができない。

3・ ・ ・の・は、出・した・ ・の・ ・ ・をもって・し、・ ・ ・ ・のときは、・長の・するところによる。

・・ ・人の出・・

・32・ ・ ・ ・は、・ ・があると・めるときは、・ ・ 人の出・を求め、その・ ・を・くことができる。

・・ ・・

・33・ ・ ・ ・の・ ・は、環境・において・ ・する。

・・任・

・3・ この・ ・に・めるものの・か、・ ・ ・の・ ・に・し・ ・な ・ は、・長が・ ・ ・に𢦏つて・める。

・ ・ ・

・行・日・

1この・ ・は、・ ・の日から行する。

・長崎市環境・ ・ ・ ・ ・の・龶・

2長崎市環境・ ・ ・ ・ ・・平成年長崎市・ ・ ・1・・は、・龶する。
・・ ・ ・ ・・
3この・ ・ の行の・ ・ に・ ・龶 の長崎市環境・ ・ ・ ・ ・ ・3・ ・2・の・ ・ により・ ・ された・ ・は、そ

の任・が・ ・するまでの・、この・ ・の・ ・ ・ ・により・ ・された・ ・とみなす。

・ ・・平成22年月2日・ ・ ・8・・
この・ ・は、・ ・の日から行する。

・ ・・平成23年月11日・ ・ ・20・・・
・行・日・

１この・ ・中・1・ ・ ・ ・ から・ ・ ・12・までの・ ・は平成23年8月1日から、・2・の・ ・は平成2年月
1日から、・3・の・ ・は平成2年月1日から行する。
・ ・・平成2年月30日・ ・ ・ 0・・・
・行・日・

1この・ ・は、・ ・の日から行する。

・ ・・平成2年12月28日・ ・ ・・・・
・行・日・

1この・ ・は、平成28年月1日から行する。
・ ・（平成2年月23日・ ・ ・13・）・
・行・日）

１この・ ・は、・ ・の日から行する。

・・ ・ ・ ・）

この・ ・の行の・ ・にこの・ ・による・ ・ ・のそれ・れの・ ・の・ ・ ・ ・により・ ・され、・は任・された
・ ・ ・は、この・ ・による・ ・ ・のそれ・れの・ ・の・・ ・ ・により・ ・され、・は任・された・ ・ ・とみなす。

・ ・（・和・ 年・月2日・ ・ ・・）
この・ ・は、・ ・の日から行する。
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長崎市・から・出される・ ・ ・ ・スの・。
・ ・ ・ ・スの・出・の特徴を・ ・し、・切な・ ・化・を行うための ・ となる
ため。
・年・の・ ・ ・ ・ス・出・ ・ ・により・ ・する。
長崎市地球・ ・化・ ・ 行・ ・の・ ・年・である平成1年・と・ ・して、3・
・した・を目・とする。

市・ ・の ・ ・ ・ ・ を・するにあたって・出される・ ・ ・ ・ス・出・。
続・ ・な・ ・ ・ ・ ・を・ ・し、・ ・ ・のある地球・ ・化・を・める・で市・
・自らの・ ・ ・ ・スの・出・を・ ・し、市民、・ ・ に・ ・した・を・じていく・
・があるため。
・・から・ ・した・気、・ス、その・ ・ ・ ・ ・ ・𠂉 の・タを・に・ ・を行う。
長崎市地球・ ・化・ ・ 行・ ・の・ ・年・である平成1年・と・ ・して、・
・した・を目・とする。

・ ・や・ ・ ・の市・ ・共 ・ への・ ・の・ ・ ・ ・。
市・ ・共 ・ における・生・ ・エネルギの・ ・ ・ ・を・ ・する ・ となるため。
・・ ・への・ ・ ・ ・ ・ ・により・ ・する。
市の・共 ・ のうちの・ 0への・ ・を目・とする。

20・
・・・
・・和・年・・

1280 ・
・・・

長崎市・

から・出さ

れる・ ・

・・スの・

出・

882
・・・
8
・・・

・ 10・

市・ ・ か

ら・出され

る・ ・

・ ・ スの

・出・

・ 共 ・
の太陽光
・ ・ ・ ・
の・ ・ ・
・ ・

地球・ ・

化・ の

・ ・

・ 生・ ・

エネルギ
の地産地

・の・ ・と

活・化

「・・に・り・んでいますか」の・いに「・・全てに・り・んでいる」、「・ ・ ・り・んで
いる」と・ ・した人の・ ・。
・・に・する・ ・みを「・ ・している」人の・ ・が・えることで、ごみ・ ・ ・ ・・・・
クルの・ ・が・られると考えられるため。
市民・ ・ ・ により・ ・する。
・和・年・長崎市・ ・環境・ ・ ・ ・に・る市民・ ・ ・ に「・ ・ ・ ・する」
「・ ・するつもりはない」「わからない」と・ ・した人の・ ・・23・ ・・を「・ ・してい
る」・ ・となるように・和12年・までに・ ・ ・から10・することを目・とする。

ごみの・ ・出・を１人１日・たりに・ ・した・ ・・ごみの・ ・出・人・ 3日・。
ごみの・出・が・ ・することで、・・の・ ・が・られていると考えられるため。
ごみ・ ・統・により・ ・する。
・和・年・目・ ・（平成30年・の中・市平・ ・ 2・）から・年・ずつ・を目・に
・ ・する。

・ ・ ・ ・ ・にちまれる・ ・ごみが１年・に・め・てられる・ ・。
・ ・ ・の・ ・ ・ ・により、・め・てられる・ ・ごみな・が・ ・されることにつながる
と考えられるため。
・・ ・ ・ ・で・ ・される・ ・により・ ・する。
・ ・ ・ ・ ・を・和年まで ・𠂉 したい。そのためには・和12年・までの・ ・ ・は
121・までに・えることを目・とする。

3
・・和・年・・
83

・を「・ ・
している」

人の・ ・

8・ 3・

228・
・・和・年・・
121・

１人１日・た

りのごみ・

出・

・ ・ ・ ・ ・

の年・ ・

・ ・

ごみ・出・

の・ ・と

・・ ・クル

の・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ の

・ ・

・環・・・

資・の・・・・

・・目標
・・策 ・・・標 ・標の・・

・・ の・ ・、・ とした・ ・、・ ・ ・の・ ・ ・ ・、目・ ・ ・ ・の考え・・
現・・
・・和2年・・

目標・
・・和12年・・

・・環境

・・・・・の実現

・・目標
・・策

・・・標 ・標の・・
・・ の・ ・、・ とした・ ・、・ ・ ・の・ ・ ・ ・、目・ ・ ・ ・の考え・・

現・・
・・和2年・・

目標・
・・和12年・・

・・・標・・・・標・
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1 100 
ホタル・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・

200・・
・ ・ ・ ・面
・・・ ・、
・ ち、・ ・
・・・ ・

100 100 
大気・ ・ ・
・の環境・
・ ・成・

0 100 
・共・水・
の水・ の
環境・ ・
・ 成・

100 
自動・ ・ ・
の環境・
・ ・成・

豊かな

自然環境の

保全・共生

・ ・な

生活環境

の・保

・ ・のうちホタルの・ ・が・ ・できた・ ・ ・の・ ・。
ホタル・ ・の・ ・ ・ ・が・ ・することで、・の水、・ ・の空気、・となる生・の生
・な・、自然環境の保全が・られていると考えられるため。
・ ・ ・ ・により・ ・する。
全・ ・地・においてホタルが・ ・できることを目・とする。

・ ・の・ ・面・。
・ ・保全の・ ・を・ ・できるため。
・ ・ ・ ・ ・ ・からの・き・り・ ・により・ ・する。
・ ・ ・ ・中に、・年230・・・の・ ・面・を・することを目・とする。

大気・大・からの・境・ ・や・さに・ ・される・ ・ 目である光化・ ・キ・・ン・
や・ ・ ・ 子・ ・ ・、・小・子・ ・ ・・・・2・を・く・の・ ・ 地・における環境
・ ・ ・成の・ ・。
環境・ ・を・成することが、・・な生活環境の・保につながると考えられるため。
国の・・・・ルに・ ・き・ ・を行い・ ・する。
100を・し続けることを目・とする。
水・の・ ・ 地・における環境・ ・ ・成の・ ・。
環境・ ・を・成することが、・・な生活環境の・保につながると考えられるため。
国の・・・・ルに・ ・き・ ・を行い・ ・する。
・年・ ・させ、・ ・的に100を目・とする。

・ ・の・ ・ 地・における環境・ ・ ・成の・ ・。
環境・ ・を・成することが、・・な生活環境の・保につながると考えられるため。
国の・・・・ルに・ ・き・ ・を行い・ ・する。
・年・ ・させ、・ ・的に100を目・とする。

38 8
環境活動に
・・した
市民の・・

28人
・・和・年・・
3800人

環境・ ・ ・
への・ ・ ・
・

283人 300人
環境保全
・ ・ ・ ン
・・

・ ・ ・ 

の・成

環境行動

の・ ・

環境活動に・ ・した市民の・ ・。
環境活動に・ ・した市民が・えることで、自・的な環境活動の・ ・が・られると考
えられるため。
市民・ ・ ・ により・ ・する。
・年2・を目・とする。

・子環境・や ・ ・ ・ ・ の環境・ ・、あ・りの・、市民の・、・ ・ ・、・ンギン水・ ・ ・
で・ ・されている・ ・ や・ ・ ・ ・、・ ・市・小中・ ・において・する環境・ ・ ・への・
・ ・ ・。
・ ・ ・ ・が・えることで、環境・ ・を行う市民が・え、環境・の・成が・ ・と考
えられるため。
年・ ・の・ ・を・ ・する。
・年 0人・を目・とする。

市民ネ・・・ク「ながさきエ・ネ・・」・ ・ ・ン・・ ・ ・・・・・・ロ・・・・ ・
・ ・を・ ・。
人・が・えることで、環境行動を・ ・する市民が・ ・していると考えられるため。
年・ ・ ・ における・ ・を・ ・する。
・年00人・を目・とする。

8 0
長崎の街
・ みや・
・に誇りを
感じる市民
の・ ・

2人
・・
2人
・・

・ 住・ ・
・ ・ ・ の
人・・ ・

環境と・和

した・ ・な

まち・くり

長崎の街・みや・ ・に誇りを感じる市民の・ ・。
市民が・ ・に誇りをつことは、の重・な成・であると考えられるため。
市民・ ・ ・ により・ ・する。
・和年・までに市民の・が・ ・することを目し、・和12年・までは・を・
することを目・とする。

・住・ ・ ・ ・ ・1・・・たりの人・ ・ ・。
・地・ ・化・ ・の・ ・の ・ から市街地の・ン・ク・化を・ ・的に・ ・するため。
年・ ・の住民・ ・ ・ ・・人・・により・ ・する。
・地・ ・ 化・ ・における・ ・ ・・平成28年・・と目・ ・・・和1年・・の・ ・によ
り・年の目・ ・を・ ・する。

・・環境

・・な・・環境の・・と・・

・・目標
・・策 ・・・標 ・標の・・

・・ の・ ・、・ とした・ ・、・ ・ ・の・ ・ ・ ・、目・ ・ ・ ・の考え・・
現・・
・・和2年・・

目標・
・・和12年・・
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資料資料 環境基・・・・環境基・・・・

１環境基・に・・・

２・・に係・環境基・・

環境・ ・は、人の健康の保・ ・ ・生活環境の保全のうえで・されることが・ましい・ ・として、

・ ・的に、大気、水、・ ・、・ ・を・の・ ・に保つことを目・にを・していくのかという目・を・め

たものです。　　

環境・ ・は、「・されることが・ましい・ ・」であり、行・ ・の・目・です。これは、人の健康・

を・するための・ ・ 限・としてではなく、より・ ・ 的に・されることが・ましい目・として、その・

保を・っていこうとするものです。

（）・・・・に係・環境基・
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・ ・ 環境・の・ ・

・ ・化いおう（・・2）

・ ・化・ ・（・・）

・ ・ ・子・ ・ ・（・P・）

・ ・化・ ・（・・2）

光化・・キ・・ン・（・・）

・ン・ン

・・クロロエ・・ン

・・・クロロエ・・ン

・クロロ・タン

・・・キ・ン・

・小・子・ ・ ・（P・2）

1・ ・ が00・・・ ・ ・ であること。

1年平・ ・が0003・・・3・ ・であること。

1年平・ ・が013・・・3・ ・であること。

1年平・ ・が02・・・3・ ・であること。

1年平・ ・が01・・・3・ ・であること。

1年平・ ・が0・・・・・・3・ ・であること。

1・ ・ の1日平・ ・が00・・・・ ・であり、かつ、
1・ ・ が01・・・・ ・であること。

1・ ・ の1日平・ ・が10・・・・ ・であり、かつ、
1・ ・ の8・ 平・ ・が20・・・・ ・であること。

1・ ・ の1日平・ ・が010・・・3・ ・であり、かつ、
1・ ・ が020・・・3・ ・であること。
1・ ・ の1日平・ ・が00・・・から00・・・までの・ン・
・はそれ・ ・であること。

1年平・ ・が1・・・3・ ・であり、かつ、
1日平・ ・が3・・・3・ ・であること。

・ ・

（）・・・・・・・・・の・・・・のための・・・・・・・・・・・
・ ・ ・ ・

・ ・タン・化水・（・・・・）
光化・ ・キ・・ン・の日・高1・ ・ 00・・・に・ ・する
・ ・からまでの・・タン・化水・3・ 平・ ・は、
020・・・・ から031・・・・ の・ ・にある。
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３・・に係・・・基・

（）・・・・・に基づ・・・境・に・け・・・基・

・・ ・・

・・ ・・

・１・ ・ ・住・ ・ ・地・、・・ ・ ・ 住・ ・ ・地・、・１・中高・住・ ・ ・地・、
・・中高・住・ ・ ・地・、・１・住・地・、・・ 住・ 地・、・住・地・、
・ ・ ・ ・ 地・、・ ・地・、・工・地・
工・地・

・・ ・・・ ・
・ 定・ ・ ・ ・ ・ ・の・ ・

基・ ・（・・・）

・ン・・・

・・ル・ル・・タン

・化水・

・化・・ル

・ ・化・・ル

・・・・ル・・ン

・・・・ル・・・

・ロ・・ン・ル・・・

ノル・ル・・ル・ル・・・

・・・・ル・ル・・・

ノル・ル・・ル・ル・・・

・・・・ル・ル・・・

・・・タノル

・ ・エ・ル

・・ル・・・・ル・・ン

・ルエン

ス・・ン

キ・・ン

・ロ・・ン・

ノル・ル・ ・

ノル・ル・ ・ ・

・・・ ・ ・

1

0002

002

001

000

000

00

00

000

002

000

0003

0

3

1

10

0

1

003

0002

0000

0001

2

000

00

00

003

002

01

01

003

00

002

000





3

30

08

2

00

000

0002

000

し・のようなにおい

・ったタ・ネギのようなにおい

・った・のようなにおい

・ったキ・・・のようなにおい

・ったキ・・・のようなにおい

・った・のようなにおい

・ ・い ・ ・𠃌

・ ・っ・い・ ・たようなにおい

・ ・っ・い・ ・たようなにおい

・ ・っ・い・ ・たようなにおい

・ ・っ・い・ ・たようなにおい

・ ・っ・い・ ・たようなにおい

・ ・したようなにおい

・ン・のようなにおい

・ン・のようなにおい

・・・ンのようなにおい

都市・スのようなにおい

・・・ンのようなにおい

・っ・い ・ ・𠃌

・くさいにおい

・れた・ ・のにおい

・れた・ ・のにおい
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（）・・の・・環境の・・に係・環境基・
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長崎・の・・・定
・・ ・ ・・ ・

長崎・

・1・長崎市・崎・ ・ ・と・ ・ ・ ・ ・を・ ・・ ・ ・ ・ ・に・まれた海・

・2・長崎市 ・ ・島・ ・と・ ・ ・ 長・ 崎を・ ・・ ・ ・ ・ ・に・まれた海・のうち・1・を
・く海・

・3・・・・1・・2・を・く海・

・

・

・

・・・・・
・・（・・）

・・・・的 ・
要・・（・・・）

・・・・・
（・・）

・・ ・・
（・・）

・・・・
・・

・目 基 ・ ・

・ ・
8・ ・
・ ・
8・ ・
・ ・
8・ ・
・ ・
8・ ・
0・ ・
8・ ・
0・ ・
8・ ・

・・

・

・

・

・

・

1・ ・

2・ ・

3・ ・

・ ・

8・ ・

10・ ・

2・ ・

2・ ・

2・ ・

0・ ・

100・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

2・ ・

2・ ・

20・・・100・・・ ・

300・・・100・・・ ・

1000・・・100・・・ ・

－

－

－
ごみ・の・ ・が

・められないこと。

1・ 和年月1日行

1・ 和年月1日行

（）・・の・・環境の・・に係・環境基・

・・・・・
・・（・・）

・・的 ・
要・・（・DD）

・・ ・・
・D・・

・・・・・・・・・
（・・・）

・・・・
・・

・目 基 ・ ・

8・ ・
83・ ・
8・ ・
83・ ・
8・ ・
83・ ・

・

・

・

2・ ・

3・ ・

8・ ・

・ ・

・ ・

2・ ・

300・・・100・・・ ・

－

－

・出されないこと。

・出されないこと。

－

市・の主な・・の・・・定
・・・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・・・

・ ・ ・

中島・

・平・ 水・より・流

大・ ・ ・ ・ ・ ・ 水・えん・より・ 流

・ ・2地・を・く水・

・ ・ ・ ・ ・ ・ 水・えん・より・ 流

・山高・ ・水・えん・より・ 流

・ ・2地・を・く水・

全・

全・

全・

全・

全・

・ ・

・ ・ ・

・ 海・

・ 崎・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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（）・・・・・の・・・・に係・・の・の・・に関す・環境基・・・・・・の・・・・に
係・環境基・

1・ 和年月1日行

・ ・ ・・ ・・ ・
・ 目・

基・ ・

・・・・・

全・・ン

・

・ ・クロ・1

・・

・ 水・

・ルキル水・

P・・

・クロロ・タン

・ 化・ ・

クロロエ・・ン（・化・・ル・ノ・）
12・クロロエタン
11・クロロエ・・ン
12・クロロエ・・ン
・ス12・クロロエ・・ン
111・・クロロエタン
112・・クロロエタン
・・クロロエ・・ン

・・・クロロエ・・ン

13・クロロ・ロ・ン
・・・・

・・・ン

・・・ン・ル・

・ン・ン

・・ン

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・っ・

・う・

1・・キ・ン

0003・ ・
・ 出されないこと。

001・ ・
002・ ・
001・ ・
0000・ ・
・ 出されないこと。

・出されないこと。

002・ ・
0002・ ・

000・ ・
01・ ・

00・ ・
1・ ・
000・ ・
001・ ・
001・ ・
0002・ ・
000・ ・
0003・ ・
002・ ・
001・ ・
001・ ・
10・ ・

00・ ・

－

－

08・ ・
1・ ・

08・ ・
1・ ・

－

－

0002・ ・

00・ ・

1・・をあてはめる地・とは、・ ・ ・ 、・ ・ ・ ・ ・ が・中して・ ・される地・な・特に・ ・を・する地・。
2・をあてはめる地・は、・ら住・の・に・される地・。
3・をあてはめる地・は、・として住・の・に・される地・。
・をあてはめる地・は、・・ ・の住・と・せて・ ・、工・の・に・される地・。

５・・に係・環境基・

（）・・・・

・ 間・・・・・・・・・ 間・・・・・・
・・・・

・・

・・・・

・

基・ ・

0・・・ル・ ・

・・・ル・ ・

0・・・ル・ ・

0・・・ル・ ・

・・・ル・ ・

0・・・ル・ ・

・ ・ ・ ・ ・・ル（・・・・）
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（）・・に・す・・・

・ ・とは、1・ ・の自動・が・全かつ・ ・に・行するために・ ・な・ ・ ・ ・を・する・ ・の・ ・ ・ ・をいう。

・・の・・
・ 間・・・・・・・・・ 間・・・・・・

基・ ・

・地・のうち2・ ・ ・ ・の・ ・を
・する・ ・に面する地・

・地・のうち2・ ・ ・ ・の・ ・を
・する・ ・に面する地・ ・ ・
・地・のうち・ ・を・する
・ ・に面する地・

0・・・ル・ ・ ・・・ル・ ・

・・・ル・ ・ 0・・・ル・ ・

・ ・ ・ ・ ・・ル（・・・・）

（）・・の・・・の・
・・の・・・（・・・・） ・

120

110

100

0
80

0
0
0
0
30

20

・行・のエン・ンの・く

自動・の・ ・（・ ・2・）

・ ・が・るときの・ ・の・
大・による・ ・・・しい工・の中
・ ・ の・ ・

・ ・ の・ル・・しい ・ ・ の中・・しい街・
・かな・ ・ ・・・ ・の・ ・

・かな ・ ・

市・の・ ・・・ ・ ・・・かな住・地の・

・ 外の・ ・・ささやき・

・の・の・れあう・・・ ・ の・ ・の・（・ ・1・）

・ ・ 交・を・う・ ・とは、・ ・ ・ ・3・に・ ・する高・自動・国・、・ ・ 国・、都・ ・ ・ ・、・ ・ ・ ・の市・ ・
・、・ ・ ・ ・ ・ ・2・ ・8・に・ ・する・ ・自動・ ・であって都市・ ・ ・行・ ・ ・・ ・1・に・める自動・
・ ・ ・ ・をいう。

・ ・ ・ ・ ・・ル（・・・・）（）・・・・・・・・・に・・す・・間
・ 間・・・・・・ ・ 間・・・・・・・・

0・・・ル・ ・ ・・・ル・ ・

（・考）・ ・の住・ ・において・ ・の・ ・を受けやすい面の・を・として・めた生活が・まれていると・めら
れるときは、・ ・へ・ ・する・ ・に・る・ ・（・ ・にあっては・・・・・ル・ ・、・ ・にあっては0・・
・ル・ ・）によることができる。

資・・「・ ・ ・ ・ ・の解説」より
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・ ・の・ ・

資料資料 「な・・・環境・市・・・」の・・「な・・・環境・市・・・」の・・

（１）・文について

・文については1・ ・目に、長崎市環境・ ・ ・ ・の・文を・考とし、長崎市の自然的・ ・的
環境特・を・ ・、・ ・目に、環境の保全と・ ・に・して、将来の世・に・する私たちの責任
を・ ・3・ ・目に長崎市が「環境を大切にするまち」をつくることの・ ・を・しています。

（）・ ・ ・きの文（・目文）について
・目・を・目とし、長崎市環境・ ・ ・ ・に・める・ ・目・に・って「・環」「共生」・「・ ・」・
「国・的・ ・」の・ ・をそれ・れの・目に・ませています。

多くの起・ ・ ・から長崎らしさを・りんだ宣言文にしたいということと、・都市に・られる

ような・い宣言文にするのではなく、子・にもわかりやすく・しみやすい文・にしたいという・ ・が

出されました｡

そのため、・目文については長崎のまちが・・ ・できるような・ロン、ハタ、出島な・の
長崎を・ ・する風・な・を・り・れ、なる・くやさしい言・を・いて・成しています。

1・目目は、きれいな水と空気の健全な・環を・しています。
空気を・ったり水を・んだりしたにおいしいと感じる・らい・ ・されていないきれいな
空気や水を感じるようなまちにしたいという・ ・ ・ いをめています。

2・目目は恵み豊かな自然と人が継続的に共生していくを・しています。
　「ホタル狩り」という言・を𠂉うことに・しては・ ・もあり、「ホタルが・ ・交うような」とした・が

いいな・の・ ・がありました。しかし、・ ・的には覚的なものだけではなく、ホタルとの・れ
・い、つまり自然との・れ・いの・ ・ ・ いもめたいということと、・かしは𠂉われていたが
・ ・、われつつあるような言・を・ 活させたいといういからあえて、「ホタル狩り」を・れま

した。

3・目目は、世界に誇れる長崎特・の環境である長崎の歴史文化との共生を・しています。
長崎の歴史・文化というのは長崎にとって重・な環境であり、将来に引き継いでいかなけれ・
ならないものであるとの・ ・から、・たに・け・えられた・目です｡

・目目は市市民・ ・ が自・的、・ ・的な・ ・により、環境にやさしいまち・くりに・り

・ ・を・しています。

　「ごみのない美しいまちをつくります。」というのは、・なるまちの美・ではなく資源を大切にし、
・・を出さないという・ロエ・・・・ンの考えをしています。

・目目は、・ ・は・ 大の環境・ ・ であるという・から、国・平和文化都市長崎として、
世界平和の・ ・による地球環境保全への貢献を・しています。

被爆クスノキが・ ・の ・ の生き・人として・の ・ に引き継いできたように、長崎市も自然と

平和の・さを将来へ引き継ぎ、世界へ・ ・し続けていくことが地球環境保全につながっていく

ことを・ ・しています。


